
（単位：千円、歳、十人） （単位：千円、歳、十人） （単位：千円、歳、十人）

平均給与
月額
(a)

左のうち超過
労働給与額
を除いた額

(b)

年齢 人数
平均給
与月額

(a')

左のうち
超過労働
給与額を
除いた額

(b')

年齢 人数 (A)/(a) (B)/(b) (A)/(a') (B)/(b')

都道府県平均 497.8 494.8 46.8 5 都道府県平均 1.66 1.75 - -
指定都市平均 455.9 434.6 43.7 1,208 指定都市平均 1.52 1.54 1.42 1.45

平均 456.1 434.9 43.8 1,213 平均 1.52 1.54 - -

都道府県平均 368.2 364.9 48.4 67 都道府県平均 1.43 1.52 - -
指定都市平均 359.8 359.1 45.7 607 指定都市平均 1.40 1.50 1.37 1.46

平均 360.6 359.7 46.0 675 平均 1.40 1.50 - -

都道府県平均 384.0 374.7 48.5 926 都道府県平均 1.68 1.72 - -
指定都市平均 399.3 390.3 46.5 639 指定都市平均 1 74 1 79 1.77 1.79

都道府県・指定都市の技能労務職員等の民間類似職種との比較について（平成１８年４月現在）

公　務　員 民　　間 公／民

全国平均 指定都市内に所在する民間企業平均

平均給与
月額
(A)

左のうち超過
労働給与額
を除いた額

(B)

年齢 人数

公／全国平均 公／指定都市内
     民間企業平均

清掃職員
廃棄物
処理業
従業員

300.1 282.7 43.3 10,376 321.5 300.6

263.1 245.7

42.2 1,678

学校
給食員

調理士 256.8 239.7 41.5 19,109 40.3 4,378

53.7 1,726 225.3 218.0用務員 用務員 228.9 217.5 53.7 377

【資料８】

指定都市平均 399.3 390.3 46.5 639 指定都市平均 1.74 1.79 1.77 1.79
平均 390.2 381.1 47.7 1,565 平均 1.70 1.75 - -

都道府県平均 401.5 385.5 47.9 513 都道府県平均 1.40 1.56 - -
指定都市平均 467.5 435.4 49.2 94 指定都市平均 1.63 1.76 1.62 1.76

平均 411.7 393.2 48.1 608 平均 1.44 1.59 - -

都道府県平均 424.1 391.1 46.1 71 都道府県平均 1.65 1.66 - -
指定都市平均 473.6 422.1 46.7 18 指定都市平均 1.85 1.79 1.89 1.85

平均 434.1 397.4 46.2 89 平均 1.69 1.69 - -

都道府県平均 392.2 377.3 47.6 108 都道府県平均 1.84 1.84 - -
指定都市平均 438.5 428.9 49.7 17 指定都市平均 2.06 2.09 1.95 1.98

平均 398.6 384.5 47.9 126 平均 1.87 1.87 - -

都道府県平均 465.8 387.0 44.1 220 都道府県平均 1.48 1.58 - -
指定都市平均 470.8 391.6 45.5 561 指定都市平均 1.49 1.60 1.40 1.52

平均 469.4 390.3 45.1 781 平均 1.49 1.59 - -

「地方公務員給与実態調査（追加調査）」による 「賃金構造基本統計調査（総務省再集計）」による

（Ａ）・・・給料月額のほか、扶養手当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当など、 （ａ）・・・基本給、職務手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などのほか、超過労働給与額も含まれる。

        月ごとに支払うこととされている全ての諸手当を含んだ額。 （ｂ）・・・給与月額のうち、超過労働給与額（時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日出勤手当、宿日直手当、

（Ｂ）・・・給与月額のうち、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、 　　　  交替手当）を差し引いた額。

        夜間勤務手当及び休日勤務手当を差し引いた額。 （a）（b）は平成１６年、１７年、１８年の各６月分として支給された額の３ヶ年平均の数値である。ただし、内線電話

（Ａ）（Ｂ）は平成１８年４月分として支給された額である。 交換手のデータは平成１４年、１５年、１６年の３ヶ年平均の数値である。

※人数のデータについては十人単位であるため、端数処理上、合計と合わない場合がある。 ※民間データの人数については、推計労働者数（抽出調査した労働者数を母集団に対応する数字として推計（復元）したもの）である。

53.7 1,726用務員 用務員 228.9 217.5

288.9 247.3
自動車
運転手

自家用
乗用

自動車
運転者

286.2 247.4 52.5 1,923 53.0 563

58.2 1,483 250.9 228.4守衛 守衛 256.4 235.7

225.4 216.1

58.0 439

電話
交換手

内線
電話

交換手
213.2 205.6 41.4 577 42.2 118

45.3 7,905 336.3 258.3
バス事業
運転手

営業用
バス

運転者
315.7 245.2 44.5 1,715


